
教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について 
 
１ 趣旨 

墨田区長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく

意見聴取の依頼があったが、依頼内容は緊急に処理しなければならず、かつ、教育委

員会を招集する暇がなかったため、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に

関する規則第３条に基づく教育長の臨時代理により異議ない旨を回答した。 
 
２ 条例案名 
（１）職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
（２）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
 
３ 改正概要 
  別紙１のとおり 
 
４ 区長からの依頼文及び回答文 

別紙２のとおり 
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び幼稚園 

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例概要 

 

１ 給料表の改定 

  特別区人事委員会の勧告等のとおり、給料月額の引下げを行う。 

  ・勧告の内訳 

    給与の改定額・・・平均△２，２３５円（△０．５８％） 

     給料        △１，８６３円 

     はね返り      △  ３７２円 

  ※１ 初任給については、人材確保の観点から給料月額を据え置く。 

  ※２ 医療職給料表（一）については、医師の処遇確保の観点から改定しない。 

 

２ 諸手当の改定 

  勤勉手当の引上げ 

  勤勉手当の支給月数を次のとおり引き上げる。 

区    分 現   行 令和元年度(案)※ 令和２年度以降(案) 

再任用職員

以外の職員 

管 理 職 員 

以外の職員 
０．９５０ 

（年間：1.90） 

１．１００(+0.15) 

（年間：2.05） 

１．０２５(+0.075) 

（年間：2.05） 

管 理 職 員 １．１５０ 

(年間：2.30) 

１．３００(+0.15) 

（年間：2.45） 

１．２２５(+0.075) 

（年間：2.45） 

再任用職員 

管 理 職 員 

以外の職員 
０．４５０ 

（年間：0.90） 

０．５５０(+0.10) 

（年間：1.00） 

０．５００(+0.050) 

（年間：1.00） 

管 理 職 員 ０．５５０ 

（年間：1.10） 

０．６５０(+0.10) 

（年間：1.20） 

０．６００(+0.050) 

（年間：1.20） 

   ※ 令和元年度分の引上げは、本年１２月の支給において行う。 

  〔参考〕 期末・勤勉手当の年間支給月数 

   ・再任用職員以外の職員  ４．５０月 → ４．６５月（＋０．１５月） 

   ・再任用職員       ２．３５月 → ２．４５月（＋０．１０月） 

 

３ 職員の退職手当に関する条例の一部改正 

  給料表の改定に伴い、令和２年１月１日から同年３月３１日までの間に退職する

職員に係る退職手当の激変緩和措置を実施するため、職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の付則で職員の退職手当に関する条例の一部を改正する。 

 

４ 施行期日 
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 ⑴ 本年１２月分の勤勉手当の引上げ及び退職手当の激変緩和措置 公布の日 

 ⑵ 給料表の改定 令和２年１月１日 

 ⑶ 令和２年度の勤勉手当の改定 令和２年４月１日 
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                           ３１墨教庶第１４０１号 

令和元年１１月２５日 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

                       墨田区教育委員会 

                        教育長  加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

令和元年１１月２５日付け３１墨総法条第３５号により、下記のとおり意見を求め

られましたこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

  

１ 意見聴取のあった条例案名 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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                           ３１墨教庶第１４０２号 

令和元年１１月２５日 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

                       墨田区教育委員会 

                        教育長  加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

令和元年１１月２５日付け３１墨総法条第３６号により、下記のとおり意見を求め

られましたこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

  

１ 意見聴取のあった条例案名 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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議案第４０号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則に

ついて

　別紙のとおり改正する。

令 和 元 年 12 月 5 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　特別区人事委員会勧告及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴
い、関係規則の一部改正を行う必要がある。
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幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正す 

る規則（案） 

幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（平成１２年墨田区教育委

員会規則第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別表第３ 別表第３ 

昇格時対応号給表 昇格時対応号給表 

昇格した日の前

日に受けていた

号給 

昇格後の号給 

号給 ２級 ３級 ４級 

１ １ １ １ 
２ １ １ １ 
３ １ １ １ 
４ １ １ １ 
５ １ １ １ 
６ １ １ １ 
７ １ １ １ 
８ １ １ １ 
９ １ １ １ 

１０ １ １ １ 
１１ １ １ １ 
１２ １ １ １ 
１３ １ １ １ 
１４ １ １ ２ 
１５ １ １ ３ 
１６ １ １ ４ 
１７ １ １ ５ 
１８ １ ２ ６ 
１９ １ ３ ７ 
２０ １ ４ ８ 
２１ １ ５ ９ 
２２ １ ６ １０ 
２３ １ ７ １１ 
２４ １ ８ １２ 
２５ １ ９ １３ 
２６ １ １０ １４ 

昇格した日の前

日に受けていた

号給 

昇格後の号給 

号給 ２級 ３級 ４級 

１ １ １ １ 
２ １ １ １ 
３ １ １ １ 
４ １ １ １ 
５ １ １ １ 
６ １ １ １ 
７ １ １ １ 
８ １ １ １ 
９ １ １ １ 

１０ １ １ １ 
１１ １ １ １ 
１２ １ １ １ 
１３ １ １ １ 
１４ １ １ ２ 
１５ １ １ ３ 
１６ １ １ ４ 
１７ １ １ ５ 
１８ １ ２ ６ 
１９ １ ３ ７ 
２０ １ ４ ８ 
２１ １ ５ ９ 
２２ １ ６ １０ 
２３ １ ７ １１ 
２４ １ ８ １２ 
２５ １ ９ １３ 
２６ １ １０ １４ 
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２７ １ １１ １５ 
２８ １ １２ １６ 
２９ １ １３ １７ 
３０ １ １４ １８ 
３１ １ １５ １９ 
３２ １ １６ ２０ 
３３ １ １７ ２１ 
３４ １ １８ ２２ 
３５ １ １９ ２３ 
３６ １ ２０ ２４ 
３７ １ ２１ ２５ 
３８ １ ２２ ２６ 
３９ １ ２３ ２７ 
４０ １ ２４ ２８ 
４１ １ ２５ ２９ 
４２ ２ ２６ ３０ 
４３ ３ ２７ ３１ 
４４ ４ ２８ ３２ 
４５ ５ ２９ ３３ 
４６ ６ ３０ ３４ 
４７ ７ ３１ ３５ 
４８ ８ ３２ ３６ 
４９ ９ ３３ ３７ 
５０ １０ ３４ ３８ 
５１ １１ ３５ ３９ 
５２ １２ ３６ ４０ 
５３ １３ ３７ ４１ 
５４ １４ ３７ ４１ 
５５ １５ ３８ ４２ 
５６ １６ ３８ ４２ 
５７ １７ ３９ ４３ 
５８ １８ ３９ ４３ 
５９ １９ ４０ ４４ 
６０ ２０ ４０ ４４ 
６１ ２１ ４１ ４５ 
６２ ２２ ４２ ４６ 
６３ ２３ ４３ ４７ 
６４ ２４ ４４ ４８ 
６５ ２５ ４５ ４９ 
６６ ２６ ４５ ４９ 
６７ ２７ ４６ ５０ 

２７ １ １１ １５ 
２８ １ １２ １６ 
２９ １ １３ １７ 
３０ １ １４ １８ 
３１ １ １５ １９ 
３２ １ １６ ２０ 
３３ １ １７ ２１ 
３４ １ １８ ２２ 
３５ １ １９ ２３ 
３６ １ ２０ ２４ 
３７ １ ２１ ２５ 
３８ １ ２２ ２６ 
３９ １ ２３ ２７ 
４０ １ ２４ ２８ 
４１ １ ２５ ２９ 
４２ ２ ２６ ３０ 
４３ ３ ２７ ３１ 
４４ ４ ２８ ３２ 
４５ ５ ２９ ３３ 
４６ ６ ３０ ３４ 
４７ ７ ３１ ３５ 
４８ ８ ３２ ３６ 
４９ ９ ３３ ３７ 
５０ １０ ３４ ３８ 
５１ １１ ３５ ３９ 
５２ １２ ３６ ４０ 
５３ １３ ３７ ４１ 
５４ １４ ３７ ４１ 
５５ １５ ３８ ４２ 
５６ １６ ３８ ４２ 
５７ １７ ３９ ４３ 
５８ １８ ３９ ４３ 
５９ １９ ４０ ４４ 
６０ ２０ ４０ ４４ 
６１ ２１ ４１ ４５ 
６２ ２２ ４２ ４６ 
６３ ２３ ４３ ４７ 
６４ ２４ ４４ ４８ 
６５ ２５ ４５ ４９ 
６６ ２６ ４６ ４９ 
６７ ２７ ４７ ５０ 
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６８ ２８ ４６ ５０ 
６９ ２９ ４７ ５１ 
７０ ３０ ４７ ５１ 
７１ ３１ ４８ ５２ 
７２ ３２ ４８ ５２ 
７３ ３３ ４９ ５３ 
７４ ３４ ５０ ５４ 
７５ ３５ ５１ ５５ 
７６ ３６ ５２ ５６ 
７７ ３７ ５３ ５７ 
７８ ３８ ５４ ５８ 
７９ ３９ ５５ ５９ 
８０ ４０ ５６ ６０ 
８１ ４１ ５７ ６１ 
８２ ４２ ５７ ６２ 
８３ ４３ ５８ ６３ 
８４ ４４ ５８ ６４ 
８５ ４５ ５９ ６５ 
８６ ４６ ５９ ６５ 
８７ ４７ ６０ ６６ 
８８ ４８ ６０ ６６ 
８９ ４９ ６１ ６７ 
９０ ５０ ６２ ６７ 
９１ ５１ ６３ ６８ 
９２ ５２ ６４ ６８ 
９３ ５３ ６５ ６９ 
９４ ５４ ６５ ７０ 
９５ ５５ ６６ ７１ 
９６ ５６ ６６ ７２ 
９７ ５７ ６７ ７３ 
９８ ５８ ６７ ７４ 
９９ ５９ ６８ ７５ 

１００ ６０ ６８ ７６ 
１０１ ６１ ６９ ７７ 
１０２ ６１ ７０ ７８ 
１０３ ６２ ７１ ７９ 
１０４ ６２ ７２ ８０ 
１０５ ６３ ７３ ８１ 
１０６ ６３ ７４ ８２ 
１０７ ６４ ７５ ８３ 
１０８ ６４ ７６ ８４ 

６８ ２８ ４８ ５０ 
６９ ２９ ４９ ５１ 
７０ ３０ ４９ ５１ 
７１ ３１ ５０ ５２ 
７２ ３２ ５０ ５２ 
７３ ３３ ５１ ５３ 
７４ ３４ ５１ ５４ 
７５ ３５ ５２ ５５ 
７６ ３６ ５２ ５６ 
７７ ３７ ５３ ５７ 
７８ ３８ ５４ ５８ 
７９ ３９ ５５ ５９ 
８０ ４０ ５６ ６０ 
８１ ４１ ５７ ６１ 
８２ ４２ ５７ ６２ 
８３ ４３ ５８ ６３ 
８４ ４４ ５８ ６４ 
８５ ４５ ５９ ６５ 
８６ ４６ ５９ ６６ 
８７ ４７ ６０ ６７ 
８８ ４８ ６０ ６８ 
８９ ４９ ６１ ６９ 
９０ ５０ ６２ ６９ 
９１ ５１ ６３ ７０ 
９２ ５２ ６４ ７０ 
９３ ５３ ６５ ７１ 
９４ ５４ ６６ ７１ 
９５ ５５ ６７ ７２ 
９６ ５６ ６８ ７２ 
９７ ５７ ６９ ７３ 
９８ ５８ ６９ ７４ 
９９ ５９ ７０ ７５ 

１００ ６０ ７０ ７６ 
１０１ ６１ ７１ ７７ 
１０２ ６１ ７１ ７８ 
１０３ ６２ ７２ ７９ 
１０４ ６２ ７２ ８０ 
１０５ ６３ ７３ ８１ 
１０６ ６３ ７４ ８２ 
１０７ ６４ ７５ ８３ 
１０８ ６４ ７６ ８４ 
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１０９ ６５ ７７ ８５ 
１１０ ６５ ７８ ８５ 
１１１ ６６ ７９ ８６ 
１１２ ６６ ８０ ８６ 
１１３ ６７ ８１ ８７ 
１１４ ６７ ８２  
１１５ ６８ ８３  
１１６ ６８ ８４  
１１７ ６９ ８５  
１１８ ６９ ８５  
１１９ ７０ ８６  
１２０ ７０ ８６  
１２１ ７１ ８７  
１２２ ７１ ８７  
１２３ ７２ ８８  
１２４ ７２ ８８  
１２５ ７３ ８９  
１２６ ７３ ９０  
１２７ ７３ ９１  
１２８ ７４ ９２  
１２９ ７４ ９３  
１３０ ７４   
１３１ ７５   
１３２ ７５   
１３３ ７５   
１３４ ７６   
１３５ ７６   
１３６ ７６   
１３７ ７７   
１３８ ７７   
１３９ ７８   
１４０ ７８   
１４１ ７９   
１４２ ７９   
１４３ ８０   
１４４ ８０   
１４５ ８１   
１４６ ８１   
１４７ ８２   
１４８ ８２   
１４９ ８３   

１０９ ６５ ７７ ８５ 
１１０ ６５ ７８ ８５ 
１１１ ６６ ７９ ８６ 
１１２ ６６ ８０ ８６ 
１１３ ６７ ８１ ８７ 
１１４ ６７ ８２  
１１５ ６８ ８３  
１１６ ６８ ８４  
１１７ ６９ ８５  
１１８ ６９ ８６  
１１９ ７０ ８７  
１２０ ７０ ８８  
１２１ ７１ ８９  
１２２ ７１ ８９  
１２３ ７２ ９０  
１２４ ７２ ９０  
１２５ ７３ ９１  
１２６ ７３ ９１  
１２７ ７４ ９２  
１２８ ７４ ９２  
１２９ ７５ ９３  
１３０ ７５   
１３１ ７６   
１３２ ７６   
１３３ ７７   
１３４ ７７   
１３５ ７８   
１３６ ７８   
１３７ ７９   
１３８ ７９   
１３９ ８０   
１４０ ８０   
１４１ ８１   
１４２ ８１   
１４３ ８２   
１４４ ８２   
１４５ ８３   
１４６ ８３   
１４７ ８４   
１４８ ８４   
１４９ ８５   
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１５０ ８３   
１５１ ８４   
１５２ ８４   
１５３ ８５   
１５４ ８６   
１５５ ８７   
１５６ ８８   
１５７ ８９   
１５８ ８９   
１５９ ９０   
１６０ ９０   
１６１ ９１   
１６２ ９１   
１６３ ９２   
１６４ ９２   
１６５ ９３   
１６６ ９４   
１６７ ９５   
１６８ ９６   
１６９ ９７   

 

１５０ ８５   
１５１ ８６   
１５２ ８６   
１５３ ８７   
１５４ ８７   
１５５ ８８   
１５６ ８８   
１５７ ８９   
１５８ ９０   
１５９ ９１   
１６０ ９２   
１６１ ９３   
１６２ ９３   
１６３ ９４   
１６４ ９４   
１６５ ９５   
１６６ ９５   
１６７ ９６   
１６８ ９６   
１６９ ９７   

 

付 則 

この規則は、令和２年１月１日から施行する。 
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議案第４１号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則について

　別紙のとおり改正する。

令 和 元 年 12 月 5 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　特別区人事委員会勧告及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴
い、関係規則の一部改正を行う必要がある。
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幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（案） 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年墨田区教育委員会規則第１５

号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（支給割合） 

第４条 条例第３０条第２項の教育委

員会規則で定める支給割合は、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ当該各

号に定める割合に勤務期間における

その者の別表第１左欄に掲げる欠勤

等日数の区分に応じ同表右欄に定め

る割合を乗じて得た割合に次項に規

定する成績率を乗じて得た割合とす

る。 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

⑴ 法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採

用された職員（以下「再任用職員」

という。）以外の職員 １００分の

１１０（条例第９条の規定により管

理職手当の支給を受ける職員にあ

っては１００分の１３０） 

⑴ 法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採

用された職員（以下「再任用職員」

という。）以外の職員 １００分の

９５（条例第９条の規定により管理

職手当の支給を受ける職員にあっ

ては１００分の１１５） 

⑵ 再任用職員 １００分の５５（条

例第９条の規定により管理職手当

の支給を受ける職員にあっては 

１００分の６５） 

⑵ 再任用職員 １００分の４５（条

例第９条の規定により管理職手当

の支給を受ける職員にあっては 

１００分の５５） 

２・３ 〔略〕 ２・３ 〔略〕 

付 則  

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幼稚園教育職員の勤

勉手当に関する規則の規定は、令和元年１２月１日から適用する。 
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議案第４２号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　第２５回ＭＯＡ美術館墨田児童作品展入賞者に対する表彰状の交付について

　別紙のとおり授与する。

令 和 元 年 12 月 5 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱に基づき、表彰する必要がある。
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第２５回ＭＯＡ美術館墨田児童作品展入賞者に対する表彰状の交付について 

 

  

 

１ 事業名 

  第２５回ＭＯＡ美術館墨田児童作品展 

 

２ 主催者 

  ＭＯＡ美術館墨田児童作品展実行委員会 

 

３ 交付年月日 

令和元年１２月２２日（日） 

 

４ 受賞者 

（１）墨田区教育長賞 

   下山田 樹生（しもやまだ いっき） 

（２）墨田区教育委員会賞 

   塚越 彩乃（つかこし あやの） 

  

５ 根拠規定 

墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱第２条第１項第５号 
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議案第４３号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　令和２年度における主要な教育課題について

　別紙のとおり決定する。

令 和 元 年 12 月 5 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　令和元年度の実績を踏まえ、令和２年度における各幼稚園・小中学校の教育方
針、教育課程の編成及び具体的な教育活動に反映させるため、特に重点的に取り組
むべき課題を決定する必要がある。
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墨田区教育委員会では、「知」・「徳」・「体」のバランスのとれた幼児・児童・生徒を育成するため

に、以下を主要な教育課題と捉え、各学校(園)の取組を推進する。            
 

 
 

(１)授業改善の推進・授業力の向上                    
・ 墨田区学習状況調査結果の分析による課題解決を目指した授業改善を行い、全ての児童・生徒に基礎的・

基本的な知識・技能を確実に身に付けさせること。 

・ 主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善を行い、「互いの考えを出し合って話し合ったり、集団

の中で教え合ったりするなどの活動を充実」させることを通して、学びに向かう力や思考力、判断力、表現

力等を育てること。 

・ 習熟度に合わせた指導を徹底し、学習状況に応じた発展的学習を行うとともに、反復学習を行い、学習内 

容の確実な定着を図ること。 

・ ＩＣＴ機器を効果的に活用し、「分かる」、「できる」授業を展開すること。また、プログラミング教育を計 

画的に取り入れるなどして、児童・生徒の論理的思考力を高めること。 

・ 学校図書館の積極的な活用を通して、読書習慣を形成するとともに、図書館資料をはじめ、様々な情報を

活用した調べ学習等を通じて、情報収集能力や情報活用能力を高めること。 

・ 放課後や長期休業中の補習等を充実させるとともに、保護者の協力のもと家庭学習の習慣化を図ること。 

(２)幼保小中一貫教育の推進 

・ 幼稚園・こども園・保育所、小学校、中学校卒業までを見通した指導や幼児・児童・生徒同士の交流及び教 

員同士の連携・協働を進めること。 

・ 各ブロックの教育課題を踏まえた目標を設定し、その実現を目指すこと。 

・ 就学前から義務教育への丁寧な引継等、円滑な接続を行い、一貫した指導の推進を図ること。 

(３)英語力向上を図る取組の推進 
・ 英語教育の一層の充実を図り､英語によるコミュニケーションができる基礎となる資質・能力を身に付けさ 

せること。 

(４)国際理解教育の推進 
・ 各教科等の学習を通して、我が国と世界の国々の歴史・文化・習慣などを学び、国際理解を深めること。 

・ 中学生の海外派遣を実施し、外国の生徒との交流やホームステイ等を通して、将来、国際社会で活躍する

ことのできる人材を育成すること。また、参加生徒による帰国後の報告会等で派遣の成果を広めること。 
 

 
 

(１)人権教育・道徳教育の推進 
・ 学校(園)の全教育活動を通して行う人権教育の充実と、幼児・児童・生徒の自尊感情を育み、自己肯定感を  

高める取組を推進すること。 

・ 幼児・児童・生徒が発達の段階に応じ、人権の意義や重要性について理解し、自分を大切にするとともに他 

の人の大切さを認め、具体的な態度や行動に表すことができるよう指導を行うこと。 

・ 「特別の教科 道徳」において、物事を多面的、多角的に考える学習活動を展開し、道徳的な判断力、心 

情、実践意欲と態度を育てること。また、家庭や地域と連携した道徳教育の一層の充実を図ること。 

(２)いじめ・不登校への対策強化 
・ 墨田区いじめ防止対策推進条例や「墨田区教育委員会いじめ防止プログラム（平成 30 年改定）」に基づき、

「学校いじめ防止対策基本方針」を策定し、家庭や地域の理解・協力のもと、いじめの未然防止、早期発見・

早期対応に努めること。 

・ 日頃からいじめをしない、させない、許さないとの共通認識をもつよう徹底させるとともに、家庭や地域  

 との連携を図ることで、いじめ防止の取組を推進すること。 

・ 墨田区立学校不登校対策基本方針に基づき、「心の居場所」となる魅力ある学校・学級づくりを行い、不登 

校の未然防止に努めること。 

・ 不登校及び不登校傾向の見られる児童・生徒への支援や配慮等について、校内はもとより幼稚園・こども

園・保育園・小学校・中学校間で情報を共有し組織的に対応するとともに、ＳＣ（スクール・カウンセラー）

やＳＳＷ（スクール・ソーシャル・ワーカー）、自立支援教室、適応指導教室等を積極的に活用し、未然防止・

早期学校復帰を図ること。 

令和２年度における主要な教育課題 

１ 確かな学力の定着と向上 

２ 豊かな心の育成と体力の向上に向けた取組の推進 

令和元年12月  日 教育委員会決定 
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(３)体力向上を図る取組の推進 
・ 体力調査結果の分析を踏まえた「体力向上プラン」を策定し、「一校(園)一取組」運動を充実させること。 

・ 授業・行事等における運動の質と量を確保し、体力向上の取組を継続的に行うこと。 

(４)個別の課題に応じた適切な指導の推進 
・ 「障害者差別解消法」に基づき、障害のある幼児・児童・生徒に対し、その状況に応じた合理的配慮を提 

供すること。 

・ 通常の学級や特別支援教室で、発達障害等のある児童・生徒への適切な指導を行うとともに、特別支援教   

 育について、保護者の理解を一層深めること。 

・ 副次的に学籍を置く児童・生徒との直接及び間接的な交流を実施し、相互に助け合う気持ちや思いやり等、 

豊かな心の育成を図ること。 

・ 外国につながりのある児童・生徒の文化的背景・生活習慣を十分に理解して、指導を行うこと。また、生 

活や学習における日本語の習得が十分でない児童・生徒には、「日本語通級指導教室」や「すみだ国際学習

センター」と連携し、日本語指導等の充実を図ること。 
 

 
 

(１)地域の人材等を活用した教育の推進 
・  地域の特色を生かし、地域人材や施設、企業等を活用した体験的な授業や学校(園)行事等を通じて、地域 

を愛する心を育成し、将来への夢や希望をもち､望ましい勤労観･職業観をもてるようにすること。 

(２)安全・防災教育の推進 
・ 「危険を予測し回避する能力」や「他者や社会の安全に貢献できる資質や能力」を、児童・生徒が発達の段 

階に応じて身に付けられるようにすること。 

・ 東日本大震災や風水害等の教訓を踏まえた防災教育を推進し、様々な危機的状況を想定した地域との連携

による訓練を実施する等、学校としての災害対応能力を高めるとともに、危機管理能力を高めること。 

(３)区立図書館と連携した教育活動の推進 
・  学校図書館の一層の活用を図り、区立図書館と連携し、読書習慣を形成することを通して、読書に親しむ

児童・生徒を育てること。また、学習の基礎となる語彙力や表現力などの諸能力の育成につなげるようにす

ること。 
 

 
 

(１)オリンピック・パラリンピック教育の推進 
・ オリンピック・パラリンピックの歴史や意義､理念等を学習し､競技観戦等の機会を十分に活用し、運動へ 

の興味･関心を高めること。 
・ 日常的な実践での健康増進に向けた取組の充実や､地域と連携した運動・スポーツの魅力を生かす特色あ 

 る取組を通し、オリンピック・パラリンピック教育を計画的に推進すること。 

(２)郷土文化に関する教育の充実  

・ 北斎と北斎に関連した事柄を題材にした授業を実施し､北斎の作品や生き方を学ぶこと。また、地域や地 

域にゆかりのある人物についての授業を通して、郷土愛を深めること。 

・ 東京大空襲の教訓を踏まえ、すみだ郷土文化資料館を活用した授業や空襲体験者から話を聞く学習等を通 

して平和に対する意識を高め、平和教育の充実を図ること。 
 

 
 

(１)カリキュラム・マネジメントの確立 
・ 学校(園)で、各教科等の教育内容を学校(園)の教育目標、経営方針、研究主題等を柱として、その目標の達 

成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

・ 学校(園)で、教育内容の質の向上に向けて、幼児・児童・生徒の姿や各種調査データ等に基づき、教育課程

を編成し、実施し、評価して改善を図ることによって、教育課程の適切な進行管理に努めること。 

・ 学校(園)は、教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しなが

ら効果的に組み合わせること。 

(２)学校経営の充実 
・ 校(園)長は、様々な機会に保護者や地域に対し経営方針・経営計画を周知するとともに、学校(園)と保護者

や地域に対し目標を共有して協働活動を推進すること。 

３ 地域と連携した取組の推進 

４ 文化・スポーツ活動の取組の推進 

５ 学校マネジメントの強化 
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・ 学校(園)は、第三者評価を踏まえた自己評価及び中間評価を実施し、教育活動の改善を図ること。 

・ 学校(園)は、学校運営連絡協議会において学校(園)経営に関する意見交換を行い、関係者評価を実施して、 

さらなる学校(園)経営の改善・充実を図ること。 

(３)教員の組織的・計画的な人材育成等 
・ 校(園)長は､組織的なＯＪＴ体制を確立し、職層ごとの役割を明確にした教員の育成を図ること。 

・ 校(園)長は､校(園)内研究や校(園)内外の研修会に意欲的に参加し、自らの指導力を向上させようとする教員 

の育成を図ること。 

・  校(園)長は､管理職と教職員や教職員同士のコミュニケーションを円滑に図り､良好な職場環境を醸成して 

メンタルヘルス対策を徹底すること｡ 

・ 服務事故防止に係る年間計画に基づき、計画的に研修を行い実践に結び付けるとともに、日常的にコンプ 

ライアンスを徹底すること。 

(４)体罰や暴言、不適切な指導の根絶 
・  学校(園)は、外部指導員等を含めた全教職員が｢体罰防止セルフチェック｣を実施して自己の指導を見直すと 

ともに､研修等で､体罰や暴言、不適切な指導は人権侵害であるとの認識をもつことを徹底すること。 

(５)教員の人権感覚や危機管理意識の向上 
・ 学校(園)は、東京都教育委員会が作成する人権教育プログラム・安全教育プログラムを活用した教育計画の 

見直しや研修会の計画的な実施等を通して、教員の人権感覚を高め、危機管理意識の向上を図ること。 

・ 学校(園)は、貧困や虐待等の問題について、組織的に対応するとともに関係機関との連携を早期に進めるこ 

と。 
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令和元年度インフルエンザの発生状況について 

 

１ 概 況 

  都内では、令和元年 9 月 2 日に今シーズン最初のインフルエンザ様疾患による学級閉

鎖が実施された。令和元年第 38 週（9 月 16 日から 9 月 22 日まで）の報告において、イ

ンフルエンザの定点あたり患者報告数が流行の目安となる 1.0 人を超えたことから、注

意喚起のため、令和元年9月26日付けでインフルエンザ流行に関する報道発表を行った。 

 

２ 都の検査情報（健康安全研究センター発行：インフルエンザ情報第 7 号より） 

  感染症発生動向調査事業により、43～45 週に定点医療機関から東京都健康安全研究セ

ンターに搬入された 27 検体のうち、インフルエンザ A 型が 12 件（AH1pdm09 が 12 件）検

出された。 

 ※AH1pdm09：2009 年に新型インフルエンザと呼ばれて流行したウイルス 

 

３ 墨田区立小・中学校の状況 

（１）今シーズンの学級閉鎖等の初発状況（令和元年 11 月 29 日現在） 

報告受

理日 
学校名 年組 

在籍 

者数 

インフルエンザ 

様疾患による 

欠席者数 

インフルエンザ 

様疾患罹患 

登校者数 

閉鎖期間 期間 備考 

11/25 言問小 2-1 30 6 0 11/26～11/28 3 日 A 型 2 名、発熱 4 名 

11/25 立吾小 1-1 28 8 0 
11/26～11/28 

3 日 
A 型 4 名、発熱 4 名 

11/25 柳島小 
6 年 

（3 学級） 
91 41 0 11/26～11/28 3 日 

A 型 28 名、発熱 10 名、 

体調不良 3 名 

11/25 柳島小 2-1 26 10 0 11/26～11/28 3 日 A 型 7 名、発熱 3 名 

昨シーズンの学級閉鎖等の初発 

平成 30 年 12 月 3 日から 4 日までに第三寺島小学校 2 年 1 組の学級閉鎖と 1 年生（2

学級）の学年閉鎖があった。 

（２）昨シーズン（平成３０－３１シーズン）のインフルエンザ発生状況 

対応状況 小学校 中学校 幼稚園 

臨時休業 
学年数 ６   ０ 

３ 
学級数  ５４     ０ 

時間短縮 
学年数 0   ８ 

０ 

学級数 7   ３ 

 

４ その他 

昨年同様に区立小・中学校の学級閉鎖等の状況を電子メールに添付して報告します。 
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